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   開 会  午後１時30分 

○丸山隆弘委員長 ただいまから、議会運営

委員会を開会します。 

 本日は、９日の本会議において、本委員会

に付託されました平成29年請願第１号につい

て審査します。 

 審査は説明を省略し、直ちに質疑に入りま

す。 

 平成29年請願第１号を議題とします。 

 請願者、新城市政を考える会、共同代表、

竹川誠氏、ほか３名から提出されました、平

成29年請願第１号「柴田賢治郎議員の12月議

会での発言に関して議会の具体的措置を求め

る請願書」を議題とします。 

 本日は、参考人として、代表太田恒久さん

の出席を得ております。また、参考人の補助

者として、竹川誠さん、長谷川喜一さんの出

席も許可しております。 

 また、説明のため紹介議員として浅尾洋平

議員、白井倫啓議員、加藤芳夫議員の出席も

得ておりますのであわせて報告します。 

 この際、委員長から一言御挨拶を申し上げ

ます。 

 本日は、お忙しい中にもかかわらず議会運

営委員会の請願審査のために御出席いただき、

まことにありがとうございます。委員会を代

表して心から御礼申し上げますとともに、忌

憚のない御意見をお述べ下さるようお願いい

たします。 

 早速ですが、議事の順序について申し上げ

ます。 

 初めに、参考人から請願に関して御説明や

御意見を述べていただき、その後、委員から

の質疑にお答えいただくようお願いします。 

 紹介議員にはその後、委員からの質疑にお

答えいただくようお願いします。 

 それでは、太田恒久参考人、よろしくお願

いします。 

○太田恒久参考人 新城市政を考える会、事

務局長太田と申します。よろしくお願いいた

します。 

 まず、お手元にある請願でありますが、こ

れに賛同いただいた菊池、加藤、白井、浅尾、

４名の議員の方々の賛同をいただきまして、

紹介議員となっていただきました。 

 なお、これに賛同された方々の署名、既に

提出してありますが、有権者の100分の１を

超える署名が集まりました。短期間のうちに

議会を心配される市民の方々の署名であると

いうことで、審査員の皆さんにも重く受けと

めていただければありがたいと思います。 

 それじゃあ、請願の趣旨ということで、平

成28年12月16日の定例会において、打桐厚史

議員に関する新城市議会議員政治倫理審査会

結果報告について議長提案があって、結局、

打桐議員の弁明の後、反対・賛成討論が行わ

れました。 

 しかしながら、打桐議員の結果報告に対し

ての弁明も、反対討論に立った柴田賢治郎議

員の反対討論も政治倫理条例の趣旨を全く理

解していないと思われる発言でした。 

 議会傍聴をした市民から「市議会議員とし

ての資質が問われるのではないか」と嘆きの

声が聞かれました。 

 新城市議会として、市議会議員政治倫理条

例の遵守について今後どのように対応してい

くのでしょうか。 

 柴田賢治郎議員は、反対討論の中で議会を

冒瀆する不穏当と思われる発言を繰り返し、

議長の５回にわたる発言注意勧告を無視し、

25分間にわたって討論を続けました。 

 その内容は議会運営の最高規範である新城

市議会基本条例に基づく政治倫理条例や政治

倫理審査会及び６名の審査委員を批判、冒瀆

し、審査結果をねじ曲げようとするものでし

た。このままでは今後議会運営の混乱を招く

おそれがあります。 

 新城市議会が市民の負託に応え、正常な議

会運営を推進していくことを切に願い、署名

を添えて以下の請願をします。 
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 請願事項として、12月議会において政治倫

理審査会・審査委員を冒瀆し、政治倫理条例

否定ともとれる発言は、反対討論とはいえ、

議会ルールを無視した懲罰に値する大問題で

す。 

 議会として、今後の議会改革のためにも、

議員である本人のためにも、柴田賢治郎議員

に対して、猛省を促す具体的措置を講じるこ

とを要請いたします。 

 特に、我々が、その後、傍聴者を含めまし

て、検討して、問題だなと思ったところをち

ょっと挙げておきます。 

 まず、市政というのは、条例、これは地方

自治体の法に当たります。にのっとって、運

営されているわけです。 

 条例制定については、憲法を含む上位法と

の整合性を検討した上で制定されたものであ

ります。新城市のこの議会基本条例について、

あるいは政治倫理条例についても、４年間の

検討した結果、制定されたものであると聞い

ております。単なる内規ではないということ

です。 

 それから、発言の中で、特に気になったの

は、打桐議員の議員としての道義的責任を問

うた政治倫理結果報告を否定するためとはい

っても、新城市議会議員政治倫理条例につい

ては、丸々が議会議員が、勝手に決めた内規

であると、何の根拠も示さずに断言しており

ます。 

 さらに、気になったのは、日本国の法に反

しているという内容の発言をしております。 

 そして、さらに、政倫審、審査員について

は、何の権限もないのに、その内規により打

桐議員を裁き、トカゲの尻尾切りをしようと

していると断定しております。繰り返し断定

しております。 

 そして、明治に定められた仇討ち禁止令ま

で持ち出しておるのは印象的な発言で、これ

はないでしょうということであります。 

 したがって、このような条例、すなわち法

を無視した意見を公言する議員に対して、議

長、議会が何の対応もしないのであれば、新

城市議会の権威は地に落ちてしまう。市民の

信頼を失う。あるいは全国的にも恥をさらす

ことになると、そういう意味で、市民の責任

として、議長、議会の毅然とした対応が求め

られるのではないかと思います。 

 また、愚弄された審査委員の議員の皆さん、

あるいは条例制定に努力された議員の皆さん

を含めて、真剣に対応を考えていただきたい

ということです。 

 また、先の現在行われている議会改革検討

会議の中でも、条例があちこちから持ってき

て張りつけたものだというようなことを言わ

れた議員もあったので、ショックを受けまし

た。 

 そういうことを含めて、条例に関するやっ

ぱり議員同士の共通理解、また市政は条例に

基づいて運営されているんだという認識が足

りないのではないかなというぐあいに、非常

に危惧を感じました。 

 内情を踏まえて、しっかり審議をお願いし

たいというぐあいに思います。よろしくお願

いいたします。 

○丸山隆弘委員長 ありがとうございました。 

 以上で、参考人太田恒久さんからの説明が

終わりました。 

 これより、参考人に対する質疑に入ります。 

 なお、念のため申し上げますけれども、参

考人は委員長の許可を得てから御発言をお願

いいたします。 

 また、委員に対しましては、質疑をするこ

とができませんので、御了承願いたいと思い

ます。 

 小野田委員。 

○小野田直美副委員長 議場でも質問しまし

たけど、再度お聞きします。 

 具体的措置というのは、何を求めてみえる

のか、教えてください。 

○丸山隆弘委員長 太田恒久参考人。 
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○太田恒久参考人 具体的措置というのは、

これは議会自身が考えることであるというぐ

あいに話します。市民がこういう市政の根幹

を、あるいは議会の根幹を揺るがすような状

況が生まれて、今後も来る可能性が高いので、

やっぱりそれをどのように、条例に対する共

通理解を得るのかどうか、その具体的な方法

というのをぜひ考えていただきたいという意

味合いであります。 

○丸山隆弘委員長 ほかにございませんか。 

 滝川委員。 

○滝川健司委員 請願の要旨の中で少し確認

させてください。 

 要旨の中では、反対討論とはいえ、議会ル

ールを無視したとありますけど、この具体的

ルールというのは、どの部分を指しておられ

るんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 太田参考人。 

○太田恒久参考人 まずは、議長からの注意

勧告を５回にわたって無視しているという現

実がありました。それはないでしょうという

ことです。 

 そして、それに対して、注意に対して、は

いとは言って見えるんですけれども、それだ

けで、続けて論議をしていました。その論が、

要するに自分にとってはこういう理由で続け

るんだという理由づけがあれば、まだ議長も

許可されたと思いますけれども、そうでなく

て、はいと言って、続けて自分の論を展開す

ると。しかも、その論議の内容は、条例や議

会そのもの、これを否定する内容を含んでい

るというぐあいに判断しました。 

 その一つの象徴的な例が、トカゲの尻尾切

りという表現であります。勝手に決めた内規

によってトカゲの尻尾切りということは、そ

のトカゲのほうは何かと言ったら、議会その

ものを指すというぐあいに判断せざるを得ま

せん。 

 だから、そういうような発言について、一

応ルールを無視したというぐあいに判断して、

そのように表現しました。 

○丸山隆弘委員長 滝川委員。 

○滝川健司委員 発言の内容がルールを無視

したと言われますけども、議会運営上のルー

ルと、要するに、この場合、その後に続く懲

罰に値する発言という言葉と、その請願の要

旨のほうでは、不穏当と思われる発言を繰り

返しという表現になっております。 

 で、不穏当と懲罰の発言というのは、当然

違いますよ。その辺の違いは理解されておる

んでしょうか。 

 ですから、請願の要旨のほうでは、不穏当

と思われる発言ということで、５回も注意さ

れていると、でも無視して言った。 

 で、一応、請願の趣旨、今度、内容のほう

では、請願の趣旨のほうでは、議会ルールを

無視した懲罰に値すると。 

 で、ルールとしては、あのとき、議長は発

言をとめさせませんでした。注意だけだった

と私は記憶しておりますし、議事録確認して

も、確か発言をやめさせることはしてなかっ

た。注意だけしてました。そんな中で、続け

られての発言。発言の文言についてを言うの

だったら、それはもう不穏当な発言と私は解

釈しています。懲罰に値する発言であれば、

あの時点で、懲罰動議にかけ懲罰に値すべき

だったと私は思ってますけど、それは行われ

なかったし、懲罰に値する発言とは見なさな

かったということがあります。 

 じゃあ、懲罰と不穏当の違いを理解されて

いないと、混同されちゃうとおかしくなって

くる。 

 じゃあ、浅尾議員の発言は、なぜ懲罰にな

って、柴田議員のは懲罰にならないか。その

辺の違いが理解できますか。 

○丸山隆弘委員長 竹川誠補助者、許可をし

ます。 

○竹川 誠補助者 済みません、今ので、滝

川さん言われたのは、それは、多分どうだろ

うと思ってました。というのは、一方、議会
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の方は、プロです。我々は、素人です。で、

山崎さんが言われたみたいに、庶民感覚とし

て言えば、正確な概念の把握はできておりま

せん。それをもって、あなたたちは違ってい

るじゃないかと言われたら、我々は何もでき

ません。 

 我々なりにも、別に議員さんをいわゆる懲

らしめるとか、そういうことの気持ちはあり

ません。我々にできることって何かっていう

と、議員さんたちにお願いすることしかでき

ないんですよ。頼むからちゃんとやってくれ

と。このことをお願いするしかできないんで

すよ。時間がないとか、今度、選挙があるか

ら、それまで待てないかとかじゃなくて、ま

だ何カ月もあるんですよ。何カ月もあるのに、

信用できるような議会をしてくださいという

ことをお願いするしかないといった切実な思

いで、やってます。 

 それから、やっぱり一番思うのは、いわゆ

る懲罰は、これは素人の考えですから、概念

的なものは違うかもわかりませんけど、いわ

ゆる前日に、浅尾さんの懲罰委員会がありま

した。そのときにいろんな話ができました。

不穏当な発言があったがために懲罰に値する

と、40条か何かありましたけど、我々は、素

人は、一応条例見たときは、あれは不穏当じ

ゃないのかと、懲罰に値するんじゃないのか

と、これは素人が考えます。正確な意味では

ないかもわかりませんけど、そう考えます。 

 それで、それが、それと、前の浅尾さんの

ときには、何が起きたかということ、じゃあ、

議員さんはちゃんと発言を気をつけましょう

というのが、共通認識のはずだったんですよ

ね。それが、その翌日ですよ、その翌日にあ

んなことが起きたと。 

 で、それじゃあ同じことをするかというと、

とても同じではないと、それは、素人にとっ

ては、とても不思議です。だから、それは、

幾らプロの人たちが、法にのっとってやった

としたら、それじゃあプロの方々は、市民の

方に説明できるかということを問いたいと思

います。 

 で、なおかつ、「ほのか」には出てません

でした。浅尾さんのことば出ました。この間、

議会のときに、鈴木達雄さんだったと思いま

すけど、やっぱり謝ったじゃないかと、謝る

だったらそれで十分かと言って、では、だっ

たら、「ほのか」に何で載らないのかという

ことも思います。 

 で、我々言いたのは、ダブルスタンダード

はいけないということを言いたい。それから、

やっぱり幾らこういうふうに、言っていると、

批判しているように見るかもわかりませんけ

ど、絶対一番勘違いしてほしくないのは、い

わゆるいじめるためにやっているんではない

と、頼むからちゃんとやってほしいと、それ

が、議会の信頼というものにつながると思う

んですよ。 

 さっき太田さんが言いましたように、何を

してほしいかと、何をしてほしいというのを

考えていただくことが、やっぱり我々も安心

できる、それを考えた結果、出していただい

たことが、我々は安心できる、いわゆる判断

材料になると思いますので、そこのところを

真剣に考えていただきたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 滝川委員。 

○滝川健司委員 市民の方に、懲罰と不穏当

の違いを聞いて、申しわけなかったですけど、

確かに違うんですよね。 

 後ろに紹介議員の方も控えて見えますので、

紹介議員の方が説明していただいても結構で

すけど、今回は、それが問題ではなくて、要

するに、猛省を促す具体的処置をこっちで考

えてくれということですけども、また手続の

ことを言ってもあれですけど、こちらに12月

議会の正式な議事録がございます。 

 この227ページには、最後に下江議長から、

柴田議員に発言を許可して、その柴田議員は、

そこで反省の弁と謝罪をしております。これ

は、公式な発言。 
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 その後、下江議長から柴田議員に対して、

こういうことがない、議会の品位と留意され

て、陳謝されたことを肝に銘じ、再びこの発

言をしないように厳重注意、議長から公の場

で、柴田議員に対して厳重注意がありました。

これは事実です。正式な手続は、要するに議

会の流れの中での手続は、私は終わっている

と思いますけど、市民の方が言われる感情の

部分。納得のいく。それをどうするかという

ことは、手続上のことは議会運営委員会で、

正式に判断して、手続も終わって、我々は処

理されていると。それで、感情の部分をどう

やって処理するかというのは、手続によるか、

難しいですね。 

 それで、本人に理解させる。要するに具体

的処置、これ本人の人間的な部分もあります

し、発言は、ある人が人格と言いました。あ

る人は、発言は人間性をあらわすと言ってま

す。 

 我々が、それじゃあほかの議員として、選

挙で選ばれた同じ議員ですよね。対して、そ

の個人の人格、人間性まで、入っていける部

分があるのかないのか、それはどういう手続

をもって入っていけばいいのか、かなり慎重

に判断をしないと、個人、人間性の部分が出

てしまう。その辺についてのお考えはどうな

んでしょう。 

○丸山隆弘委員長 太田恒久参考人。 

○太田恒久参考人 今、滝川委員のほうから、

感情的な部分だというぐあいに言われました

けど、手続は一応済んでいるということで、

言われましたけど、もう一つ我々が問題にし

ているのは、議会基本条例に基づく政治倫理

条例、要するに条例そのものを否定する内容

になっているということが非常に大きな問題

だというぐあいに思うわけです。 

 したがって、議会としてどのようにそうい

ったいわゆる公の場での発言に対して、どの

ように対応する。また、この間の謝罪という

か反省の中では、そのことは一切触れられて

いません。要するに、条例は勝手に決めた内

規だということに関する反省は一切出されて

いないということです。そこが一番問題だと

いうぐあいに考えるわけです。 

○丸山隆弘委員長 竹川補助者、発言を許可

します。 

○竹川 誠補助者 それと、もう一つ議員さ

んたちは、自覚していると思うんですよ。 

 まず、休憩になりまして、文字起こしして

２時間ほど待ちましたよね。文字起こしして、

ここを削除しようという話になって、また戻

って、その次戻ってからすぐまた休憩になり

ました。これは、何がっていうと、我々は傍

聴してましたけど、これは、文字を削除して

済むような問題ではないと、そういうふうに

ここで全員協議会かな、によって、そもそも

柴田議員は理解していないんじゃないかと、

そういう声がありました。話がそれるんじゃ

ないかというとこで終わって、じゃあ、もう

少ししっかりやろうとしたときに、議会運営

委員会の方が持っている文字起こしした文章

を全員協議会のほかの人は見れなかったわけ

ですよね。 

 で、細かな検討ができなくなったわけです

よ。そこのとこを我々がちょっと疑問視する

わけですね。 

 で、やっぱり自分たちがやっぱり何かこれ

はおかしいぞと確認している、実際に理解し

てないんじゃないかという言葉も出ている。

そのことを無視して、手続上やっぱりこんだ

けやったと、いわゆる結論は謝ってもらった

と、手続だけ済んじゃったと、それで済むか

というのは、やっぱりそうではないと。 

 特に、太田さんが言われるみたいに、やっ

ぱり理解してないということは、やっぱり議

会のそもそもの根幹になりますから、それは

大きな問題なんです。 

 で、ここまで持ってくると、このまたさっ

きの滝川さんのようにプロの方たちの理屈に

なってしまいますので、それをやったってあ
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んまり解釈論をここでやるというつもりない

んで、やっぱり一番素直な感覚をくんでほし

いと思うんですよ。議会改革関係で、いわゆ

る市民の声を聞くとありますよね。システム

じゃなくて、自分たちの読解力だと思うんで

すよね。意見を聞くというのは。 

 市民が何か言っていると、それを自分の言

葉で頭で解釈して、どういうことを言ってい

るのかと、いわゆる市民の人が全て自分の意

見を正しく言えるとは限らないわけですよ。

それを、そうではなくて、やっぱりそれを解

釈する力というのをやっぱりやってほしいと。 

 ということで、我々も、今やっているのを、

きちっと言葉足らずのところはあるかもわか

りませんけど、何を言おうとしているかとい

うことをよく判断していただいて、行動に起

こしてほしいと思います。 

○丸山隆弘委員長 ほかによろしいですか。 

 村田委員。 

○村田康助委員 竹川さんが、今、議員が全

員理解してほしいと、太田さんもそうですけ

ど、条例を理解してやってほしいということ

ですけど、はっきり言って、18人が18人、

100％条例を理解して議員になった当初はな

いと思うんですよ。 

 現実に、２年前には、加藤議員と白井議員

は、現実に、議会基本条例は必要ないと言っ

て、議長に動議を出したぐらいですから、で

すから、そういう面を考えると、やはり全体

でやはり条例を熟知するということは大切な

ことなんですけど、全員が全員、やはり

100％理解しているというのは、少ない部分

もありますもんですから、こういう不穏当発

言も出る可能性があるもんですから、そうい

うものについては、議会が済むたんびに議運

で、済んだときにチェックして、そういうも

のを削除するだとか、本人に確認するとか、

そういうことは現実にやっているんです。 

 今回の場合は、多々あったということは、

我々も感じてすぐ議運を開いたという経過で

す。 

○丸山隆弘委員長 委員の皆さん、委員外議

員の方もきょうは控えておられますので、直

接お聞きしたい方、委員の皆さんありました

ら、委員外議員、要するに請願紹介議員に対

して、質疑もできますので、よろしくお願い

します。 

 太田参考人。 

○太田恒久参考人 今、村田委員が、条例を

理解していない議員もいるということを言わ

れたんですけれども、ならば、理解するよう

な措置を新人議員さんに対しては、そういう

対応をしていかなくちゃおかしいんじゃない

ですか。 

 で、条例によって議会は、条例に基づいて

運営されているわけですから、そこに議会の

ルールというのはできているわけですから、

だから、知らないから不穏当発言が出るとい

うのは、ちょっとおかしいかなと思うので。 

 まあ我々は、やっぱり議会基本条例に基づ

いて、一応今回のこういう請願なんかもやっ

ているし、それから、さらにこういう趣旨説

明会ですかね。それも議会基本条例に基づく

ものでありますし、だから、新城市議会が他

に比べて非常に高く評価されている部分とい

うのはあるし、我々市民としても、それは、

高く評価しているんですよ。だから、議会基

本条例にのっとって、あるいはそれを具体的

に執行するには、細則なんかは当然あるし、

これまでの流れもあるから、やっぱりそうい

う理解していただいて、やっぱり議会運営を

進めていっていただかないと、市民として、

ちょっと不満になりますよね。 

 だから、そこら辺のところは、やっぱり共

通理解できるように、議会としての対応をや

っぱりお願いしたいなということです。 

 そういうことで、安心して議会に任せられ

るという形になってほしいと、我々傍聴しと

って、いろいろと問題が出てきたときには、

これおかしいじゃないですかというような提
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案を素人ながらやっているわけですけれども、

そういう中で、議員の皆さんにそれを受けと

めていただいて、政策とか、あるいは具体的

なものに生かしていただきたいという思いで

す。 

 我々自身も、当初何も知らなかったですか

ら、議会基本条例を読んだり、あるいは、こ

の倫理条例ですか、そういうものを読んでい

く中で、だんだん勉強して、ああこのように

やっていただければ、スムーズにいくのにな

なんていうぐあいな思いも強いですが、それ

を無視するようなことは、議会の混乱を起こ

す問題ではないかと。 

 で、現実に、そういう問題が幾つも起こっ

てきてしまったと。だから、議員の皆さん、

あるいは議会、しっかりしていただきたいと

いう思いでの請願です。 

 こういう請願は最後にしたいです。はっき

り言って。 

○丸山隆弘委員長 ほかにございますか。 

   〔「委員長」と呼ぶ者あり〕 

   〔「発言できない」と呼ぶ者あり〕 

   〔「村田委員の発言に対して」と呼ぶ

者あり〕 

○丸山隆弘委員長 委員外議員の方に対して、

お聞きしたいことがあったら、まず質問して

いただいて、それに答えていただくという格

好になります。 

   〔「村田委員が」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 白井議員、ちょっと静か

にしてください。そういう順序でお願いしま

す。 

   〔「質問したの」と呼ぶ者あり〕 

   〔「質問してない」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 そういう順序でお願いし

ます。 

   〔「まだ質問してないって」と呼ぶ者

あり〕 

○丸山隆弘委員長 委員長のほうから､申し

上げます。 

 村田委員の発言については、ちょっと行き

過ぎたところがございましたので、これ修正

させていただきますけれども、私の責任にお

いて。議員全て17名、当然この条例も含めて、

規則も含めて、それをしっかりと把握した中

で、今までやってきておりますので、その上

でのいろんなこういうすれ違い等々ございま

したので、それに対して、感情がちょっと入

った発言になったものですから、村田委員の

発言については、後ほどまた注意なりまた話

し合いをさせていただきますので、よろしく

お願いします。誤解のないようにお願いしま

す。 

 ほかによろしいですか。 

 委員外議員、紹介議員に対してはよろしい

ですかね。 

 滝川委員。 

○滝川健司委員 じゃあ、紹介議員に。 

 紹介議員、今回４名の方が見えますけど、

議員提案でいろんな手続、処分も含めた議員

提案を出すことができますけども、あえて、

その請願の紹介議員となった理由ですよね。

２名の方であれば、問責決議であろうと、い

ろんな懲罰委員会を設置のような手続ができ

るにもかかわらず、それはせずに請願の紹介

議員になったという。 

 それから、署名数が有権者の100分の１と

いうことを先ほど言われました。倫理条例に

おいては、有権者の100分の１以上の署名が

あれば、市民から倫理審査会の設置設定がで

きます。こういう方法も考えられなかったの

か、その２点を紹介議員の方。 

○丸山隆弘委員長 委員外議員の皆さん、そ

れぞれ答えていただけますか。 

 ３人の方に、お願いします。白井議員。 

○白井倫啓議員 なぜ出さなかったかという

のは、本会議の場でもお話しさせてもらった

んですが、これまで、先ほども村田委員が、

加藤、白井ということで、名指しで議会基本

条例廃案ということを出したことありました。 
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 なぜあのとき出したかといいますと、住民

投票がありました。住民投票になったという

こと自体が、まず考えられないんです。議会

基本条例は、基本的には市民が主人公である

はずなんです。市民の声を聞く。議会がみず

から市民の声を聞くから議会基本条例という

のは成り立つはずなんですが、住民投票がま

ず求められてしまった。それに対して、結果

が出たにもかかわらず、結果が議会の対応を

否定してしまったということ。その状態で議

会基本条例が成り立つのかということで、再

度スタートに立つべきだという意味で、あの

議案は提出しておりました。そういうことを、

言ってきたんですね、たびたび、事があるた

びに。 

 例えば、政治倫理条例も加藤議員とは、山

崎議員とか、打桐議員も出してきたんですが、

議長には、いつも議会の中で、解決してくれ

ということを前提にして、その次の行動とし

て、政治倫理条例に対しての行動をとってき

ました。しかし、議会は動きませんでした。 

 今回も、柴田議員に対しては、議事録を読

んでいただきますと、柴田議員に対して、議

長が発言に対して注意をしました。しかし、

柴田議員のその注意の後の発言は、同じこと

を繰り返してました。今回の政治倫理条例で、

要は１人の議員を裁いているということを、

最後まで言い続けました。 

 だから、動議だ、動議だ、緊急動議って出

したです。それも無視されました。懲罰動議

にかけるべきだというところまで話をしてい

るのに、議会は無視しました。僕らに、これ

以上何ができるでしょうか。 

 その中で、太田さんのほうから、今回この

ようなことをやりたいと、出したいと、市民

としてやらなければ、議会としてもう自浄作

用がないということを聞きまして、そのとお

りだと思いました。 

 太田さんのほうからは、いろんな提案もあ

りました。今滝川委員の言われている政治倫

理審査会の設置を求めたいということも言わ

れましたが、ただ、政治倫理審査会というの

は、そういうものでもないという理解をして

います。議員の政治倫理であって、議会基本

条例そのものを理解できないということで、

政治倫理条例をやるべきではないというよう

な議論もしながら、今回、具体的な措置を議

会の判断でやってほしいという思いも受けと

めまして、紹介議員になるべきだというふう

に考えました。 

 議会の自浄作用に現在では期待できないと

いうのが大前提にありました。 

○丸山隆弘委員長 加藤議員。 

○加藤芳夫議員 今、白井議員が言われたと

おりなんですけども、実は、私はもう１点あ

るのは、今回のこの発言に対して、新城市議

会の傍聴というのは、以前はほとんどないと

ころから、非常に市民の皆さんが、市議会の

行動に目を張っていただくようになってきま

した。議会の運営上、いろんなことの発言を

市民の皆さんが聞いていて、今回、この請願

については、自分自身もある程度心に思って

いたところ、市民の皆さんからこれではいけ

ないと、ぜひ請願を出したいという思いが伝

わってきましたもんですから、ほぼ白井議員

と同じ思いですけども、そういう中で、同調

させていただいて、紹介議員になりました。

ぜひ、今後ともこの市議会が、もっともっと

開かれた市議会になり、また市民から信頼さ

れる議会になっていきたいという思いで請願

の紹介議員になったことと、それから、２点

目、署名のことでしたかね。署名は、実は、

正式な本当に署名というと、住所、氏名から

生年月日から印鑑ですか、全て必要というこ

とで、少なくとも相当な時間と市民の皆さん

に理解がいただくのに時間がかかるというこ

とで、この議会に間に合わせるためには、請

願のほうが一般的な署名として、市民からの

理解が得られやすいということで、署名のほ

うは、このような形の署名にさせていただい
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ておきました。 

○丸山隆弘委員長 浅尾議員。 

○浅尾洋平議員 私のほうからは、今白井議

員、加藤議員が言われたことに網羅されてい

ますので、大きくは同意というか同じ意見な

んですが、私のほうからは、やっぱり今回の

請願書というのは、市民のほうから本当にこ

の議会、運営任せていいのかという、本当に

切なる思い、熱意が感じられましたので、ま

ずそこで理解をさせていただいて、私も名前

を連ねさせていただいたという状況が、まず

１点ございます。 

 この間、議会運営のほう、また議会のほう、

市民の方々が、本当に傍聴していただいて、

たくさんの方が関心を持っていただいて、見

ていただいております。 

 そうした中で、本当にこの議員の言動だと

か、また行動だとか、そういったものを逐一

見ていただいて、おかしいことはおかしいと

言っていく必要が市民側からやる必要がある

んじゃないかというふうに思って、熱意を感

じております。 

 私たち議会は、本当に市民の声を聞くとこ

ろからスタートをするべきではないかという

ふうに、私自身も学ばさせていただいており

ます。 

 今回は、１点、その懲罰がなぜその当時や

らなかったのかという、滝川委員のお話、そ

して、戻りますが、当時滝川さんも話ありま

したように、休憩の後に、全員協議会を開か

れて、私も加藤議員も白井議員も言ったのが、

議事録をとにかく見せてほしいと、ここにい

る６人の議運だけしか配られてなかった議事

録を、18名全員に配ってほしいと言った、口

酸っぱく言った覚えがあります。 

 それはなぜかと言いますと、懲罰委員会を

かけようにも、正確な、何を言葉を言ったの

かということが、書面にあらわれて、これが

懲罰に当たるんじゃないかという書面がつく

れないからであります。 

 ですから、議会を構成しているのは18分の

１、18名全員ですので、議運じゃない人、議

員、関係なく、同じ情報は伝えてほしいとい

うことで、議事録をとにかく僕らにも渡して

ほしいというふうに言った次第であります。 

 ですが、しかし、丸山委員が配るなという

形で、結局６名のここにおられる議運の者だ

けに落とし込まれたということが、懲罰にか

けれなかったという最大の原因であります。 

 今回の請願の文章の書面なんですが、この

書面は、実に本当に当時市民の方が傍聴した

メモを組み合わせて、複数のメモを聞き取り

ながら、何を柴田議員が当時言ったのかとい

うのを再現に近いような形で、一生懸命皆さ

んが組み合わせて、この請願書をつくったと

いうことで、私本当に心打たれました。 

 本当にそこまでして、市民の方々が議会運

営に不安を持っているんだなということで、

私自身も本当に不安にさせてしまっている一

議員として申しわけないなというふうに思っ

て、正常化に向けて頑張りたいというふうに

思って、私も名を連ねたということです。 

 ですから、本当に市民の方々は、誠実にメ

モからつくって、請願書をつくられていると

いうことを強調したいと思います。 

 私自身は、こうした400名余の市民の署名

が重たいと思っておりますので、ぜひこれを

機会に、議会一議員としても、誠実に対応し

て、信頼回復できるように、前向きに頑張り

たいと思いますので、ぜひ御検討よろしくお

願いしたいと思います。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川委員、質疑に入って

ください。 

 今委員外議員に対して、お尋ねしたもんで

すから、滝川委員よろしくお願いします。 

○滝川健司委員 今、紹介議員の方が言われ

た趣旨と違う趣旨に変われば、また言ってい

ただければ。今大体言っていただいたもんだ

と思ってますので。 
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   〔「違うというか、最終的に判断にな

る。」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 今の何。ちょっと聞こえ

ないんですけど。滝川委員もう一回。 

○滝川健司委員 要するに、100分の１の署

名があるのに、倫理条例設置請求じゃなくて、

請願という、まあ請願は、この署名は別にな

くても出せる。だから、その辺のことについ

て言われたので、補足。 

○丸山隆弘委員長 太田参考人。 

○太田恒久参考人 なぜ政倫審にしなかった

のかというので、ちょっと補足をしたいと思

います。 

 我々も、政倫審でいこうかどうか、加藤議

員の説明があったとおりなんですけど、ただ、

政倫審への請願というのは、今回の発言では、

ちょっと、何ていうのか、らしいぐらいしか

ないんですよね。 

 だから、余り適合しないんではないかとい

うのが、最終的な判断なんですけど、要する

に条例そのものの指定という形なので、倫理

条例とはちょっと違うかなということで、そ

れで、ほかにどういうやり方があるのかも検

討しました。だけど、一番適切なのは、当日

というか、発言のあった直後の懲罰委員会が

一番適切かなという感じはしたんですけど、

それは市民の権利ではありませんので、であ

るとすれば、最終的には請願という形で、市

議会の皆さんに考えていただこうという、議

会として考えていただこうという形が、最終

的になったと。 

 まあ、時間的な問題もありましたけれども、

ちょっと内容を検討していく中で、大分時間

がかかったものですから、だけど、その趣旨

を見ると、やっぱりこれは政倫審をお願いす

る内容ではないなという判断で、今回の議会

に考えていただきたいという請願になったと

いうぐあいに補足説明いたします。よろしく

お願いします。 

○丸山隆弘委員長 滝川委員。 

○滝川健司委員 先ほど紹介議員の方の発言

の中で、いろいろちょっと気になったんです

けども、まず、議会基本条例の廃止を出され

た。それ以外にも、確かあのときは、議長の

不信任案を出されました。 

 で、私と鈴木達雄議員に対する問責決議を

出されました。 

 で、それぞれ正式に受理され、正式な手続

を経て議題とはならなかったというか、どう

いう表現をしていいか、議決されなかったと

いう流れがあります。 

 で、前回の12月議会のときも、動議を出し

たけども無視されたと言ってますけど、無視

はされてない、動議を諮って却下されている

ということで、無視はしてないですね。言葉

づかいには気をつけていただきたいと思いま

す。無視はしてません。議会のルールにのっ

とって、処理しているはずです。ですよ。 

   〔「議事録」と呼ぶ者あり〕 

○滝川健司委員 それから、議会の自浄作用

に期待できないとおっしゃった。先ほどの請

願の要旨の説明の中で、猛省を促す具体的措

置をしてほしい。それを内容については、議

会に任せるという、要するに、議会の自浄努

力に期待をしている。期待できない人が期待

しちゃってるんですよね。それも矛盾してい

ると。 

 やっぱり、期待できないんじゃなくて、そ

こは手続の部分とやるべきこと、あとは。 

   〔「質問してもらわないと」と呼ぶ者 

    あり〕 

○滝川健司委員 何を言わんとしているか。

議会として、その条例を周知、あるいは倫理

条例なり、基本条例なりを勉強してもらった

り、理解してもらうのは当たり前なことで、

それが前提で、我々議会運営をやってる。 

 でも、議員によっては、勝手な解釈をした

りとか、条例は人によって解釈の仕方が違う

というふうなことを言う人も出ちゃうわけで

す。 
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 だけど、我々は、一つの条例、文言に基づ

いて、倫理条例、あるいは基本条例に基づい

て、議会運営をやっていますし、これを個人

個人で勝手なことをやられては、議会を運営

していけませんので、それは、規則なり、先

例集も、条例じゃないですけども、取り決め、

内規的な先例集に基づいて、議会運営をやっ

ています。 

 で、それ以上の部分についていうと、なか

なか口に出しにくい部分はあるもんですから、

あえて言いませんけども、わかっていただけ

ると思います。 

 そういう形で、我々は、議会運営を規則に

基づいてやってます。ということです。 

○丸山隆弘委員長 滝川委員、よろしいです

かね。 

○滝川健司委員 はい、質問じゃないです。

ちょっと質問ではなくて、先ほどの白井議員

の発言に対して、ちょっと言いたかったこと

があったものですから言いました。 

○丸山隆弘委員長 ほかにはよろしいですか

ね。 

 ちょっと委員長のほうから、先ほどの浅尾

議員のほうからの発言の中で、私が議事録を

配るなと、こういうふうに言ったような発言

かとちょっと聞き取ったわけでありますけれ

ども、その辺の訂正はありますか。 

○浅尾洋平議員 全員協議会で、丸山委員長

が。 

○丸山隆弘委員長 そういう伝え方をしたか

どうかを確認をさせていただきます。 

○浅尾洋平議員 配っていいのかというふう

に言った。 

○丸山隆弘委員長 配るなと、先ほど発言さ

れとったけどどうですか。 

   〔「ニュアンスとしてはそう感じまし

た。」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 あなた方じゃなくて、委

員外議員に一応聞いておりますので。 

○浅尾洋平議員 配っていいんですか、議長

というふうに言って、それで結局その後に配

られなかったもんですから、配らなかったと

いうことになると思うんですが。 

○丸山隆弘委員長 訂正ですね。それじゃあ。

先ほどの発言は。 

 私どもは、発言に責任を持っておりますの

で、議員は市民に対して。ですから、誤解を

得るような発言というのは、しっかり注意を

していただいて、発言をしていただきたい。

事実に基づいて発言していただくというのが、

鉄則でありますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 どうなんですか。 

○浅尾洋平議員 議事録を見てもらえば、わ

かると思うんですが。 

○丸山隆弘委員長 私のそれじゃあ、配るな

と、こういうように発言したと。それはその

ままでよろしいということですね。 

○浅尾洋平議員 そういうふうに聞いており

ますけど。 

○丸山隆弘委員長 ほかにはありますか。ほ

かよろしいですかね。委員外議員の皆さんに

もう一回確認したいことありましたら。よろ

しいですか。山崎議員もいいですかね。山口

委員。 

 滝川委員さん。 

○滝川健司委員 倫理条例の話が出ました。

そもそも倫理条例というのは、裁くための条

例じゃないです。その辺を理解して、議会み

ずから律し、その選ばれた公人としての倫理

を守って高めていくために必要な私の宣言だ

と思ってます。 

 ですから、何かあったときに、それを裁く

というか、判断するケースもあるでしょうけ

ど、基本的に裁くための条例じゃない。みず

から律していくための、倫理観を高めていく

ための条例だと思いますけど。 

 で、この任期に入って、５回開かれました。

一番最初は、御存じの長田議員の発言です。

あれも、既に議会議事録上は、議事録という
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か手続上は処理をしている途中で、ああいっ

た形で外部に問題が出て、にっちもさっちも

いかなくなって、ときの議長が議員２人に倫

理の設置を出すようにという指示をしたわけ

です。そういう経過です。その辺の裏話はい

いですけど。 

 ２つ目の倫理条例のときも、山崎議員、要

するに、住民投票のチラシの文言の外部、要

するに、議場外でやりとりしていたことを議

場の中に持ち込んだんですけど、そもそも倫

理条例を理解していれば、あれをチラシ合戦

のことを倫理条例違反だと、議場に設置請求

することは、私はないと思ってます。 

 だけど、あのとき、設置請求した加藤議員

と白井議員だったかな、白井議員は、倫理条

例本当に私は趣旨を理解しているのかなとい

うのを当時疑問に思いました。だから、手続

上、審査しなくてはならなくなった。 

 それ以降の倫理審査ごっこじゃないけど、

本当に情けないような内容でした。本当に倫

理条例を理解しておれば、あんなことは起こ

らなかったと私は思っています。 

 そういう意味で言えば、最初に、長田議員

のことは別にして、２番目の倫理審査会の請

求は、白井議員自身が、倫理条例の本質を理

解してないと、私は思っています。 

○丸山隆弘委員長 よろしいですか。滝川委

員。 

○滝川健司委員 意見です。 

○丸山隆弘委員長 お聞きしたいことだけ。

発言許可してる。 

○滝川健司委員 と、私は思いますけど、白

井議員はどう思いますか。 

○丸山隆弘委員長 いいですね。 

○滝川健司委員 聞いた。白井議員に聞いて

おります。私はそう考えます。あなたは本当

に倫理条例を理解して、あの倫理審査会設置

請求を出したのか。 

○丸山隆弘委員長 今回のきょうの請願の趣

旨とちょっと離れてきますので、また別の場

面が幾らでもあると思いますので、その辺は

論議をしていただきたいと思います。 

 質疑はないようでありますので、以上で、

参考人、また委員会議員に対する質疑は終了

させていただきます。本日は大変ありがとう

ございます。ありがとうございました。 

 この際、しばらく休憩をします。 

 

    休憩 午後２時25分 

    再開 午後２時50分 

 

○丸山隆弘委員長 休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 本請願について、自由討議に入りたいと思

います。 

 御意見ございましたら。 

 よろしいですか。御意見ありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 それでは、発言がないよ

うでありますので、自由討議を終了します。 

 これより、討論を行いたいと思います。 

 討論はありませんか。 

 小野田直美委員。 

○小野田直美副委員長 平成29年度、請願第

１号、柴田賢冶郎議員の12月議会での発言に

関して議会の具体的措置を求める請願書につ

いて、私は、趣旨採択の立場で討論いたしま

す。 

 柴田議員の発言につきましては、12月議会

最中に、全協での話し合いがあった後、議長

から厳重注意があり、配慮が欠けたことにつ

いてのおわびが本人からありました。 

 請願では、柴田議員のみならず、今の議会

への不安や憤り、あと議会への期待、ほか、

議員への他人への不信や怒りが重なっている

気持ちは、この請願から理解できます。 

 議会倫理条例の侮辱は、議会としてどう捉

えるのかという御質問がありましたが、それ

も含めて、議会改革では、委員長、また委員

の責任により、条例の理解をもって考えてい



－13－ 

くべきだと思っております。 

 しかしながら、この請願につきましては、

今後は、個人の資質、理解による個人の責任

に帰すべきものと判断いたしましたので、趣

旨採択といたします。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 ほかに討論はありません

か。 

 山口委員。 

○山口洋一委員 ただいま議題になっており

ます、柴田議員に対する具体的な措置を求め

ることについて、採択の立場で討論したいと

思います。 

 ただし、これは、柴田賢治郎議員個人を責

めるのではなくて、我々17名の議員全体に課

せられた請願だという理解の中での討論だと

いうことを御理解いただきたいと思います。 

 したがって、今現在、諸問題がある中で、

議長提案の中で、議会改革検討会が開催をさ

れております。その場において、やはり将来

あるべき姿、今間違っている形、これを是正

するような研究会であり、その結論を見出す

中で、我々全員がそういった意味で反省をし

ていくという意味合いにおいて、これは具体

的な方策になるのかもしれませんが、それに

基づいて、今後進めていくのが適切ではない

かということでありますので、本議案につき

ましては、採択をしたいと思っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 ほかに討論ありませんか。 

 村田康助委員。 

○村田康助委員 不採択の意味で、討論させ

ていただきます。 

 12月におきまして、既に柴田議員は、不穏

当発言等について、取り消しの申し出等があ

り、かつ議長室等におきまして、皆さんに謝

罪をし、かつ受け入れております。 

 また、全協等においても謝罪を述べ、また

本会議場においても、反省の弁を述べており

ますし、議長から厳重注意を受け、きちんと

した新城市のルールにのっとった形での処分

という形になっておりますので、議会として

のルールは、きちんとなされているというふ

うに確信をしております。 

 以上でございます。 

○丸山隆弘委員長 ほかに討論はありません

か。 

 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 私は、今回の請願第１号、

柴田賢冶郎議員の12月議会での発言に関して

議会の具体的措置を求める請願書につきまし

ては、趣旨採択の立場で討論を行いたいと思

います。 

 今回の請願の気持ちは十分理解しておりま

す。 

 この基本条例、あるいは倫理条例等の理解

の問題は、一柴田議員だけの問題ではなく、

議会全体の問題だと思っております。 

 今回、この柴田議員に対して、猛省を促す

具体的措置ということですけれども、私は、

これ個人にだけ課すべきものではないと思っ

ております。議会全体が、その猛省を促す具

体的措置という形で受けとめるべきだと思い

ますし、それは、今現在、行われております

議会改革の検討会、これが、この猛省を促す

措置、あるいは具体的、我々議会が取り組ん

でいる措置の一つであると思っております。 

 その議会改革検討会も、まだ始まったばか

りで、傍聴されている方にとっては、歯がゆ

い部分もあるかもしれませんけども、これで

しっかりと応えて、この改革検討会の中で、

しっかりとした理解等を全議員に周知すると

ともに、新たな新城市議会として、この基本

条例と倫理条例を打ち出して、見直していく

ことがこの請願の願意に応える部分でもある

と思います。 

 よって、既にといった形での措置としては

取り組んでいるというふうに理解し、今回の

請願につきましては、趣旨採択にしたいと思

います。 
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○丸山隆弘委員長 ほかに討論はありません

か。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 討論なしと認めます。 

 これより採決します。採択と趣旨採択、不

採択、三つの討論がありますので、起立によ

り採決をしたいと思います。 

 本請願を趣旨採択することに賛成の委員の

起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○丸山隆弘委員長 起立少数と認めます。 

 次に、本請願を採択することに賛成の委員

の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○丸山隆弘委員長 起立少数と認めます。よ

って本請願は不採択すべきものと決定しまし

た。 

   〔「まだ不採択が」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 ちょっとしばらくお待ち

ください。もう一回確認します。 

 説明しますけれども、最初に趣旨採択の方

がお２人見えたと。よって、起立少数であっ

たという結論です。 

 それから、次に、請願を採択すべきという

ことで、１人お見えになりました。それも起

立少数である。 

 結果、よって、本請願については、不採択

とこういう形になります。と決定しました。 

 よろしいですね。 

 以上で、本委員会の審査は、終了をさせて

いただきます。 

 なお、請願に関する委員会の審査報告書及

び委員長報告の作成については、委員長に一

任願いたいと思います。これに異議ありませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 これをもちまして、議会運営委員会を閉会

します。 

   閉 会  午後３時00分 

 

 

 

 以上のとおり会議の次第を記録し、これを

証するために署名する。 

 

   議会運営委員会委員長 丸山隆弘 
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